
 
 

平成 21 年５月１日 

各  位  

株 式 会 社 リ ミ ッ ク ス ポ イ ン ト

代 表 取 締 役 社 長  吉 川  登

 （ コ ー ド 番 号 ： 3 8 2 5 ）

問い合わせ先 取締役最高財務責任者 三田 徹

電 話 番 号 （ 0 3 ） 6 2 0 6 - 2 2 2 0

 

 

当社株式の時価総額が３億円以上になったことについて 

 

 

当社株式は、平成 21 年４月において時価総額が３億円以上（月間平均時価総額及び月末時

価総額）となり、東京証券取引所上場規定第 603 条第１項第５号 a に該当しないこととなりま

したので、お知らせいたします。 

 

記  
 
１． 当社株式の時価総額について 

   当社株式は、平成 21 年１月の月末時価総額が３億円未満となったことにより、東京証

券取引所マザーズ市場における上場廃止基準に抵触しておりましたが、平成 21 年４月の

月間平均時価総額及び月末時価総額が３億円以上となりました。 

   この結果、当社株式は東京証券取引所における時価総額に関する上場廃止基準に該当し

ないこととなりましたのでお知らせいたします。 

（注）時価総額基準の取扱いについては、平成 21 年 1 月末より同年 12 月末まで、基準を一部変更

して適用される旨、東京証券取引所より公表されております。 

（ご参照） 

 平成 21 年４月の月間平均時価総額 489,741,576 円 

 平成 21 年４月の月末時価総額   517,266,000 円 

  （４月 30 日終値 61,800 円 × ４月末上場株式数 8,370 株） 

 

２． 今後の見通しについて  
 当社は、東京証券取引所において時価総額に関する上場廃止基準に該当しないこととな

りましたが、更なる経営の効率化を図り、業績の回復及び収益の確保を図ってまいります。 

 今後においても、東京証券取引所マザーズにおける上場を維持し、上場会社としての企

業価値を高めてまいる所存であります。  
 株主・投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様におかれましては、今後ともご理解ご

支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。  
  

以上  
 


